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本県のこども政策について

こども政策課

１ こどもを取り巻く状況について
(1) 出生数・合計特殊出生率

本県の合計特殊出生率は、平成25年以降1.7前後で推移し、全国的に見れば高い水
準を維持しているが、令和２年は1.65に落ち込んでいる。
また、出生数は減少傾向にあり、令和２年は7,720人に落ち込み、この５年間で約

1,500人減少している。（図表１）

(2) 未婚化の状況
本県の未婚率は、近年は横ばいではあるが上昇傾向をたどっている。令和２年の未
婚率は、30歳～34歳では、男性は約４割（40.2％）、女性は約３割（31.2％）が未婚
となっている。（図表２、３）
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(3) 晩婚化の状況
本県の平均初婚年齢は、令和２年で夫が30.2歳、妻が29.1歳となっており、いずれ

も全国（夫：31.0歳、妻：29.4歳）より低くなっているが上昇傾向にある。昭和55年
当時と比べると夫で３歳、妻で4.1歳上昇しており、妻の上昇幅が大きくなっている。
（図表４）

(4) 結婚に対する意向
未婚者の約８割がいずれ結婚したいという意向を持っているが、一生結婚するつも

りがない割合が増加している。
独身である理由としては、「結婚したいと考える相手にめぐり会わないから」が

44.5％と最も多く、「結婚する必要を感じないから」19.7％の順となっている。
未婚化・晩婚化が進んでいる理由としては、「独身生活の方が自由が多い」が48.5

％と最も多く、以下、「結婚することのメリットが感じられなくなっている」36.7％、
「経済力のある女性が増えた」27.2％の順となっている。（図表５、６、７）
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(5) 理想としている子どもの数、予定している子どもの数
「理想としている子どもの数」は「３人」が38.3％と最も多いのに対し、「予定し

ている子どもの数」は「２人」が36.8％と最も多くなっている。また、「理想として
いる子どもの数」、「予定している子どもの数」のいずれも「分からない」の割合が増
加している。（図表８、９）

結婚したいと考える相手にめぐり合わないから 44.5%
結婚する必要を感じないから 19.7%
自由や気楽さを失いたくないから 14.6%
結婚資金が足りないから 14.6%
仕事（学業）に打ち込みたいから 13.8%
異性とうまく付き合えないから 13.4%
まだ若いから 11.4%
健康上の理由があるから 5.1%
趣味や娯楽を楽しみたいから 5.1%
親・きょうだいの面倒をみなくてはならないから 5.1%
住居のめどが立たないから 1.6%
親や周囲の同意が得られないから 0.8%
その他 8.3%
特にない 7.5%
資料：宮崎県「結婚・子育て意識調査」（Ｒ元）

図表６　独身でいる理由（宮崎県）

独身生活の方が自由が多い 48.5%
結婚することのメリットが感じられなくなっている 36.7%
経済力のある女性が増えた 27.2%
結婚する時期にこだわらなくなった 24.3%
「結婚して当然」といったような世間の風潮が薄らいだ 23.3%
仕事をする女性が増えた 19.7%
結婚後の家事・育児の負担が女性に集中している 16.7%
異性と付き合うことが苦手な若者が増えてきた 16.1%
仕事が忙しい 12.8%
結婚相手に求める条件が厳しくなった 12.0%
成人しても親離れ（または親の子離れ）しない傾向が出てきた 12.0%
見合いなど、親族等による結婚のあっせんが減少した 10.1%
女性の高学歴化が進んだ 3.0%
その他 4.9%
わからない 3.1%
資料：宮崎県「結婚・子育て意識調査」（Ｒ元）

図表７　未婚化・晩婚化が進んでいる理由（宮崎県）
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(6) 出産に関する不安感・負担感
理想の子ども数より予定している子ども数が少ない理由については、「高齢出産に

なるから」が47.0％と最も多く、以下、「子どもを育てること全般においてお金がか
かるから」38.7％、「子どもの教育にお金がかかるから」31.0％の順となっている。
（図表10）

(7) 子育てに関する不安感・負担感
子育てをする上での不安感や負担感の有無については、令和元年度には、「非常に

不安や負担を感じる」と「なんとなく不安や負担を感じる」の合計で、67.5％となっ
ている。
また、子育ての不安や負担を感じる内容は、「子育てにお金がかかる」が56.3％と

最も多く、「子どもとの接し方やしつけの方法が正しいかという不安がある」41.1％、
「仕事と子育ての両立が難しい」27.9％の順となっている。（図表11、12）

高齢出産になるから 47.0%
子どもを育てること全般においてお金がかかるから 38.7%
子どもの教育にお金がかかるから 31.0%
（自分や配偶者が）妊娠が難しいから 23.2%
育児の肉体的負担に耐えられないから 12.5%
自分の仕事に支障がでるから 9.5%
配偶者や家族に欲しくないと言われるから 7.1%
一番末の子が自分や配偶者の定年退職までに成人してほしいから 5.4%
育児の精神的負担に耐えられないから 4.8%
子どもが健康に生まれ育つかどうか不安だから 4.8%
配偶者や家族が子育てに協力してくれないから 3.6%
非行やいじめなど子どもの成長に不安があるから 3.0%
自分の趣味などを優先したいから 1.8%
住宅事情が悪いから 1.2%
世間並みの子ども数にあわせたいから 0.6%
環境汚染の進行など子どもの生活環境の悪化が懸念されるから 0.0%
その他 10.7%
資料：宮崎県「結婚・子育て意識調査」（Ｒ元）

図表10　予定している子ども数が理想よりも少ない主な理由（宮崎県）
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子育てにお金がかかる 56.3%
子どもとの接し方やしつけの方法が正しいかという不安がある 41.1%
仕事と子育ての両立が難しい 27.9%
自分の時間がとれず自由がない 17.3%
非行やいじめなどの問題がある 13.6%
乳・幼児期の病気にうまく対処できるかどうかという不安がある 13.1%
子どもとふれあう時間が少ない 9.2%
何でも親の責任にされるので負担を感じる 7.9%
安全な子どもの遊び場がない 6.0%
子どもの育て方について配偶者や家族と意見があわない 4.5%
配偶者や家族が子育てに協力してくれない 3.9%
近所に子どもの遊び友達がいない 3.5%
家が狭い 3.4%
周囲に相談できる人がいない 2.9%
環境汚染や有害化学物質などの影響が心配である 2.6%
子育てが煩わしく、つい子どもにあたってしまう 2.5%
その他 4.9%
特にない 7.5%
資料：宮崎県「結婚・子育て意識調査」（Ｒ元）

図表12　子育てに関する不安感や負担感の内容（宮崎県）
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２ みやざき子ども・子育て応援プランについて
(1) 概要
① 性格

本プランは、子ども・子育て支援法に基づく都道府県子ども・子育て支援事業支
援計画として位置づけるとともに、次世代育成支援対策推進法に基づく次世代育成
支援地域行動計画のほか、母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づく自立促進計画、
子ども・若者育成支援推進法に基づく子ども・若者計画、新・放課後子ども総合プ
ランに基づく都道府県行動計画も含めて一体的に策定したもの。

② 期間
令和２年度から令和６年度の５年間

③ 基本理念

「子どもの育ち」と「子育て」をみんなで支え
「子どもの最善の利益」が実現できるみやざきづくり

④ 基本目標

目標１ 子どもの育ちと子育てをやさしく包む社会づくり
目標２ 結婚前からのライフステージの展開に切れ目なく対応した支援体制

づくり
目標３ 子育てと仕事の両立の希望が叶う環境づくり

※別紙１参照

(2) 計画の推進体制
庁内関係部局から構成され知事を本部長とする「宮崎県子育て応援本部」、住民の

最も身近な存在である市町村と県で構成する「宮崎県子ども・子育て支援連携推進会
議」、事業主、子育て支援団体、関係団体や行政等で構成する「未来みやざき子育て
県民運動推進協議会」の各々が連携しながら施策を推進。

(3) 計画の成果指標
子ども・子育て支援施策の推進状況を総合的に評価するための「総合成果指標」と、

各種施策の実施状況を評価するための「個別成果指標」を設定。

① 総合成果指標（全２指標）

成 果 指 標 現況値 目標値

合計特殊出生率 1.65 1.84
（R2年） （R6年）

平均理想子ども数と平均予定子ども数の差 0.18人 0.20人
（R2年度） （R6年度）

② 個別成果指標（全４１指標）
・ 未来みやざき子育て県民運動推進協議会参加団体数
・ 子育て応援サービスの店の登録店舗数
・ みやざき結婚サポートセンターにおける成婚数
・ 子育てに関する不安感や負担感を感じている県民の割合
・ 保育所等の待機児童数 等
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３ 本県における取組状況について
(1) 取組にあたっての基本的な考え方

「結婚前」「出会い・結婚」「妊娠・出産」「子育て」という、それぞれのライフス
テージに応じた切れ目のない支援を実施し、安心して子どもを生むことができ、子育
てを楽しいと感じられる宮崎づくりに取り組んでいる。

(2) 主な取組内容

結婚前

① ライフデザイン事業
県内高校生等を対象に、結婚や出産、子育て等の将来設計を考えてもらう出前講

座等を実施

② フレフレハレ晴れ！ひなたの結婚応援事業
動画作成等により結婚や家庭についてのポジティブなイメージの醸成

出会い・結婚

① みやざき結婚サポート事業
「みやざき結婚サポートセンター」を設置し、会員制の「みやざきマッチングシ

ステム」により結婚を希望する男女に対して個別の出会いを創出するとともに、結
婚に向けたサポートを実施

② 人と地域にめぐり逢う「ひなたの良縁」促進事業
グループ単位での出会いの場を提供するとともに、中山間地域と都市部など広域

的な交流の機会を創出
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妊娠・出産

① 妊娠総合相談支援事業
各保健所及び中央保健所内に設置している女性専門相談センター「スマイル」に

おいて、女性の心身の健康や妊娠に関する専門相談を実施

② 不妊治療費等助成事業
不妊検査や不妊・不育症治療への助成を行うとともに、中央保健所内に設置して

いる不妊専門相談センター「ウイング」において、不妊等に関する専門相談を実施

子育て

① 未来みやざき子育て県民運動事業
行政、関係団体、企業等が一体となって、誰もが安心して子どもを生み、子育て

を楽しいと実感できる環境づくりを推進
・ 子育て応援フェスティバル
・ 子育て応援カード事業
・ 子育て応援ポータルサイト「すくすくみやざき」運営管理 等

② 子育て支援乳幼児医療費助成事業（事業実施主体：市町村）
子育てにかかる経済的負担の軽減を図るため、乳幼児医療費助成を実施

③ 地域子ども・子育て支援事業（事業実施主体：市町村）
・ 延長保育事業

保育認定を受けた子どもについて、通常の利用日及び利用時間以外の日及び時
間において、保育所等で引き続き保育を実施

・ 放課後児童クラブ事業
保護者が仕事等により昼間家庭にいない児童を対象に、放課後や週末等に小学

校の余裕教室や児童館等で、適切な遊び又は生活の場を提供
・ 地域子育て支援拠点事業

家庭や地域における子育て機能の低下や、子育て中の親の孤独感や負担感の増
大等に対応するため、地域の子育て中の親子の交流促進や育児相談等を実施

・ 一時預かり事業
家庭において一時的に保育を受けることが困難になった乳幼児について、保育

所、幼稚園その他の場所で一時的に預かり、必要な保護を実施
・ ファミリー・サポート・センター事業

乳幼児や小学生の児童を有する子育て中の保護者等を会員として、保育後の預
かりや送迎等を希望する方と預かる方との調整を実施

市町村と連携した取組

① 県・市町村少子化対策連携事業
少子化に関する分析データを基に、弱点と思われる分野を改善するための新たな

少子化対策に県と連携しながら取り組む市町村を支援

② 子育て相談窓口ステップアップ事業
「子育て世代包括支援センター」と「子ども家庭総合支援拠点」の設置促進や一

体的整備に向けた取組等を支援

４ こども家庭庁の創設について
こども家庭庁設置法案の概要、イメージ図配布（別紙２参照）



３　子育てと仕事の両立の希望が
　叶う環境づくり

施策の具体的内容施策の方向基本目標

(1)　地域の「子育て力」の強化

(2)　子育てに適した安全安心なまちづくりの推進

(3)　子どもと家庭の福祉の推進

①　乳幼児等の障がいや疾病等の予防、早期発見・早期治療体制の充実
②　子どもの健康の保持増進
③　小児医療体制の充実
④　思春期保健体制の充実

①　若者の自立及び成長への支援
②　職業観を持った人材の育成及び能力開発による就労の促進
③　青少年育成指導者の養成等による青少年育成活動の充実

①　働きやすい職場づくりの推進
②　仕事と子育ての両立支援制度の定着

①　固定的な性別役割分担意識を解消するための広報・啓発活動の推進
②　男女がともに子育てに参加しやすい環境づくりの推進

①　男性の子育てに対する意識改革
②　子育てを喜びや楽しみと感じられる啓発の推進
③　地域間・世代間等多様な交流の推進

①　幼児教育・保育に係る量の確保と質の向上
②　多様な保育サービスの提供
③　放課後児童対策等の強化

①　県民全体で子どもと子育てを応援する気運の醸成
②　地域の絆づくりの推進
③　地域における子育て支援の充実
④　県民との協働による子育て支援の充実

(9)　若者の自立と豊かな人間性形成の推進

(10)　仕事と生活の調和が実現できる働き方の
　　見直し

(8)　子どもの健康づくりの推進

①　子育てに適した住宅・居住環境の整備
②　地域で快適に過ごすことができる環境の整備
③　安全な道路交通環境の整備
④　子どもの交通安全を確保するための活動の推進
⑤　子どもの安全を確保するための活動の推進
①　児童虐待防止対策の充実
②　社会的養護体制の充実
③　ひとり親家庭の自立支援の推進
④　障がい児支援施策の充実
⑤　子どもの貧困対策の推進

①　子どもの権利擁護
②　人権教育・啓発の推進

①　健やかな心と体の育成
②　生きる基盤を育む教育の推進
③　郷土に対する誇りや愛着を育む教育の推進
④　家庭や地域の教育力の向上
⑤　食育の推進
①　若者に対する将来をイメージするきっかけづくりや、経済的安定の確保に対する支援
②　活気を生み出す出会いや交流の場の創出
③　妊娠、出産への支援の充実
④　周産期医療体制の充実
⑤　不妊相談・治療対策の充実

(11)　家庭、地域及び企業における男女共同参
　　画の推進

(12)　子育ての喜びや楽しさを実感できる社会に
　　向けた啓発・交流の推進

(13)　質の高い幼児教育・保育等の提供

基本理念
　「子どもの育ち」と「子育て」をみんなで支え
　　　　「子どもの最善の利益」が実現できるみやざきづくり

(4)　子どもの人権擁護と人権教育の推進

①　子育て支援情報の総合的な提供
②　子育てに係る経済的負担の軽減
③　相談支援体制の充実

(5)　「生きる力」をはじめとする社会生活に必要な
　 教育の提供

(6)　安心して結婚、妊娠、出産ができる環境の
　 整備

(7)　子育て支援事業の拡充

１　子どもの育ちと子育てをやさしく
　包む社会づくり

２　結婚前からのライフステージの
　展開に切れ目なく対応した支援
　体制づくり

別紙１






